
12月1日からの雪害対策期間に向け、災害対策基本法
に基づく車両移動訓練を実施しました。

～姫路河川国道事務所～

日 時： 令和 ３年１１月３０日（火）
１４：００～ １５：００

場 所： 一般国道２号 山田基地

兵庫県揖保郡太子町

太子竜野バイパス 太子東ランプ入口付近

出席者： 姫路河川国道事務所 職員

道路維持業者他 約２０名

【開催場所 位置図】

一般国道2号
山田基地

▲開催のあいさつ

▲移動時には告知文章を貼付

【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 道路管理第一課
〒670-0947 姫路市北条１－２５０ TEL 079-282-8211(代表)

▲ クレーン車両による放置車両の移動

▲ 車両移動器具による移動

雪害対策期間を迎えるにあたり、大雪時における被害を想定し、
災害対策基本法に基づき、放置車両移動に関する手順や作業を確認し、
災害発生時に迅速な対応をはかる事を目的に訓練を実施しました。

国道2号鯰峠において放置車両があると想定し、通行止めをして車両を移動する訓練を行いました。
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●新型コロナ感染拡大を考慮し、十分に間隔を開けて実施しました。


